
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

50,600,000円（税込）

147,895,000円（税込）

別紙（２）のとおり

契約変更の内容

長崎県長崎市戸町地先

港湾土木工事

別紙（１）のとおり

令和6年6月11日

令和7年2月28日

97,295,000円（税込）

令和7年2月27日

（株）西海建設

長崎県長崎市興善町２番８号

令和６年度長崎港航路（-12m）護岸撤去工事

（第１回）



（別紙１）

工事内容



（別紙２） 

変更理由 

１． 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 

２． 施工実態調査について、数量及び費用が確定した。 

３． 構造物撤去工(埋立土砂)について施工方法が決定し、数量及び費用が確定

した。 

４． 汚濁防止枠について、艤装する必要が生じ、追加した。 

５． 捨石投入に伴う投入指示について追加する必要が生じ、追加した。 

６． 回航費について、数量及び費用が確定した。 

７． 長崎港波浪観測装置において、汀線部ケーブルを修繕する必要が生じ、数

量及び費用が確定した。 

８． 構造物撤去工(捨石撤去)について、数量及び費用が確定した。 

９． 被覆工の施工方法について変更が生じた。 

１０．付属工(陽極取付)について、取付位置の変更が生じた。 

１１．汚濁防止膜の処分費について、追加する必要が生じ、数量及び費用が確定

した。 

１２．捨石荒均し及び被覆石均しの数量について変更する必要が生じ、数量及び



費用が確定した。 

１３．構造物撤去工(捨石撤去)の数量確定に伴い、汚濁防止膜賃料、汚濁防止枠                                                                                            

損料等、灯浮標維持管理、安全監視船の期間に変更が生じた。 

 
 
 


